横浜市総務局職員健康課　健康管理医　募集案内


横浜市総務局職員健康課では、本市職員の健康管理及び労働安全衛生体制の強化を図るため、健康管理医（産業医）を募集します。

１　採用職種・人数
産業医資格を有する医師　１名

２　業務内容
労働安全衛生法第１３条、労働安全衛生規則第１４条、第１５条に基づく産業医としての以下の職務の中から相談により決定します。　　
(1)　健康診断結果の確認及び事後措置
(2)　心理的な負担の程度を把握するための検査の実施、面接指導及び事後措置
(3)　メンタルヘルス対策に関する企画、立案
(4)　健康相談
(5)　職場巡視、安全衛生委員会への出席
(6)　過重労働対策（問診票の確認、面談）
(7)　衛生管理審査委員会への出席（毎月第３火曜日）及び意見書の作成
(8)　就業診査
(9)　健康管理医会議への出席
(10) 職員に対し研修など健康教育の実施（健康講話を含む）
(11) その他総務局長が認めること

３　応募資格
次の(１) から（４）までの要件をすべて満たす者。
(1)　健康であること。
(2)　医師（医師法に基づく国家資格）の免許を有すること。
(3)　産業医の資格を有すること。
(4)　保健・医療・福祉の関連分野で１ 年以上相談 業務の従事経験があること。


４　勤務条件

	身　　　分
	地方公務員法第3条第3項第3号における非常勤特別職職員

	雇用期間
	採用開始日から当該年度末まで
（（勤務成績が良好な場合等、再度任用する場合があります。）

	勤務日等
	週２～４日勤務（週12～24時間）
ア　勤務を要しない日
土曜日、日曜日及び週１～３日　総務局長が定める日。
イ　休日
国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する 休日及び年末年始 (12月29日～１月３日）。

	勤務時間
	以下の３つのパターンからいずれか１つを選択。
午前９時から午後４時まで（休憩時間：午後０時から午後１時まで）
午前９時30分から午後４時30分まで（休憩時間：午後０時30分から午後１時30分まで）
午前10時から午後５時まで（休憩時間：午後１時から午後２時まで）

	給与・手当
	日給50,400円（予定） 　※月末締め翌月21日支給
通勤手当（経済的な経路で実費支給。上限額あり）

	社会保険等
	勤務日数により雇用保険、厚生年金保険、子ども子育て拠出金、健康保険、介護保険に加入
勤務日数により横浜市職員厚生会に任意加入

	休	暇
	年次休暇、病気休暇等（採用初年度は採用された時期により日数が異なります。）



５　勤務先
横浜市総務局職員健康課（横浜市中区本町６丁目50番地の10(26階）)
この他、必要に応じて市内事業所、研修会場等への出張もあります（出張旅費は経済的な経
路の実費を支給）。

６　応募方法

	提出書類
	①選考申込書（横浜市ホームページからダウンロード）
②医師免許証の写し
③産業医の証の写し（有効期間内のもの）

	提出方法
	総務局職員健康課健康係健康管理医採用担当宛て（〒231-0005横浜市中区本町６丁目50番地の10(26階））へ郵送

	募集期間
	随時


※提出書類は横浜市総務局にて管理及び廃棄し、採用活動のみに使用し、それ以外の目的には使用しません。また、提出書類は採用の有無を問わず返却しません。

７　選考方法
提出書類が職員健康課に届いてから１か月以内に、応募者に市庁舎にて行う採用面接に関する通知文を発送します。通知文の案内に沿って、面接を受けてください。
面接実施後、１か月以内に職員健康課から合否結果の通知文を発送します。
なお、選考にかかる内容については、電話での照会には一切お答えできかねます。



８　問合せ・書類提出先
横浜市総務局職員健康課健康係
住 所：〒231-0017　　横浜市中区本町６丁目50番地の10(26階）
電 話 ：045-671-2154
担当者：堀越、三上
（問合せ受付時間：平日９時～12時、13時～17時）	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
